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平成 29 年度 第 1回南島原市入札監視委員会 概要報告書 

開催日時  平成 29年 6月 27 日（火） 午後 2時 00 分～午後 4時 00 分 

開催場所  南島原市役所 西有家庁舎 ３階 Ａ会議室 

審議内容 １． 開会 

 

２．抽出案件の審査・質疑応答 

  ① 布津漁港農山漁村交付金工事 

  ② 布津桜苑屋根防水補修工事他２件 

  ③ 市道折木線道路改良工事 

  ④ 普通河川新川④災害復旧工事 

  ⑤ 準用河川見岳川①災害復旧工事 

  ⑥ 下水道設計業務委託（三軒屋・木之崎） 

  ⑦ 配水管布設替詳細設計業務委託（下水） 

 

３．質疑案件 

① 多数の「不落」となっている案件が見受けられるが、 

 それは何故か。 

  ② 不落が「超過」（24.7％）と、「超過・失格」（4％）を 

   合計すると 28％となっているが、どのように捉えてい 

   るか。 

  ③ 災害復旧事業については、制度的な要因があることは 

   理解しつつも、不落が多く、落札案件も辞退が多い。 

   改善の余地はないか。 

  ④ ランク外の指名があれば理由を教えてほしい。 

 

４．その他 

 

５．閉会 
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出 席 者 

（ 委 員 ） 

 

 

 

（南島原市） 

 

 委員長  梅本 義信     委 員  中村 良治 

 

委 員  本田 博徳     委 員  岩本 公明 

 

副 市 長  山口 周一 

 

総 務 部 長   渡部 博 

  

総 務 部  管財契約課 

課 長       小林 道昭 

         契約班長      隈部 修司 

         契約班       敷島 和章 

  市民生活部  第 一 課  

課 長       髙木 哲也 

         第一深衛施設班長  平坂 密重 

農林水産部  水 産 課 

課 長       吉田 哲也 

         水産班長      山田 久 

         水産班       石橋 貴光 

建 設 部  建 設 課 

    課 長       柘植 善和 

         維持防災班長    濵田 秀人 

         維持防災班     松本 祥吾 

         建設改良班     井関 俊文 

    都市計画課 

課 長       大野 茂 

         住宅班長      山田 哲也 

水 道 部  上水道課 

            課 長       加納 孝 

企画整備班長    河合 金吾 

         維持管理班長    川村 義弘 

         維持管理班     伊德 勝二 

    下水道課 

課 長       松尾 周介 

         整備管理班長    田口 吾 
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【議事】 

意見・質問事項 回 答 

１．開会 

 

２．抽出案件の報告について 

 

① 布津漁港農山漁村交付金工事 

（抽出理由） 

・参加者が２者と少ない。参加資格要件（地

域性・類似工事等）と見込み業者数につい

て。 

・大型事業であるが、参加数が少なく、競争

原理が十分働いていると言い難い。工事

内容と参加少数の理由を説明願いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当課） 

工事概要の説明 

 

（事務局） 

入札方式及び入札結果等の説明 

 

（事務局） 

【参加資格要件と見込み業者数】 

参加資格要件については、鋼構造物工事

業に係る特定建設業の許可業者で、九州内

に主たる営業所（本社）又は委任営業所を

有する者。そのうち、鋼構造物工事の年間

平均完成工事高が１億円以上ある業者を条

件とした。 

  

該当工種における南島原市への指名願い

提出業者は、全国で 160 者、九州内で 154

者あったが、今回の工事内容から、九州内

で、該当工種における年間平均完成工事高

が１億円以上ある業者を絞り込んだとこ

ろ、31者あったので、競争性を担保しつつ、

一堂に会した入札が可能な業者数であると

判断し、決定した。  

 

工事実績等による参加条件については、

長崎県のほか全国の同様な事例を参考にし

ながら設定した。特に、今回のような特殊

工事は、頻繁に発注がある内容ではないた

め、各業者の実績は少ないであろうと判断

し、通常は、「過去 5年間のうちに実績を有

する者」としているところを、「過去 15 年

間のうちに実績を有する者」とした。 
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（委員） 

 過去 15年間のうちに、施工実績がある業

者を 31 者としているが、実績を調査したの

か、業者が提出した資料にチェック項目が

あるなどして把握したのか。 

 

 では、31者すべてに実績があるというこ

とではないのか。 

 

 実績がない業者もいたのではないか。 

 

 

 

（委員） 

 ２者のうち、落札者以外の業者について

は、県内業者か。 

 

 ポンツーンの製作は港湾・漁港関係であ

れば、それほど特殊なものではないのでは

ないか。工事そのもののやり方も決まって

いると思われるのに、なぜ、このように参加

業者が少なかったのか。 

 

（委員） 

 鉄筋製品ではなく鉄骨製のハイブリッド

製品であるため、少なかったのではないか。 

 過去の実績を条件とするのは良いが、対

【工事内容と参加少数の理由】 

結果として２者となったことについて

は、製品が特殊であるため、積極的な参加

意欲がなかった結果であると思われる。 

実際、長崎県が過去に実施された同様の

入札会においても、１者若しくは２者のみ

の入札結果となっていた。 

 

入札参加者を増やすための手段として

は、施工実績や完成工事高を参加条件から

外すことが簡易的な方法として考えられる

が、丸投げや不良施工に繋がる恐れがある

ため、現在のところ考えていない。 

 

（事務局） 

 他団体を参考に、施工実績を 15 年間とし

ており、調査はしていない。 

 

 

 

 そうである。 

 

 

 入札参加者の資料で判断するしかない。 

 完成工事高で条件を絞り込んだ結果、該

当業者が 31 者となった。 

 

（事務局） 

 長崎市内の業者である。 

 

 

 長崎県で行われた、過去の入札事例も、

１者若しくは２者のみの参加であった。 

 

 

 

 

（担当課） 

 そのように思われる。 

以前、南島原市で同様の工事を指名競争

入札により発注したが、その際の参加業者
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象を「九州管内」としたことは、適当であっ

たのか。 

今回の対象業者、31者のうちに、南島原

市が求める業者が、はたして何者いたのか

疑念が残る。 

 

 長崎県では、技術移転のためにＪＶ（共同

企業体）を活用し、構成員の実績においても

元請けとして対象としているが、今回の案

件については、元請け実績として考慮はな

されていたのか。ＪＶではなく、完全に元請

け実績のみとしたのか。 

 

 そうであれば、実績を調べるべきではな

かったのか。 

 

（委員） 

 行政のほうで、どれくらいの対象・可能業

者がいるのかを調べるときに、実績１億円

以上というのはわかるのか。 

 

（委員） 

 完成工事高の１億円以上というのは、わ

かると思うが、本当に実績があるのかを判

断する場合、過去 15 年間を調査したのか。 

 工事実績を調査した上で、実施すること

が適切であると考える。今回の入札の状況

からすると、今後の参考にならないのでは

ないか。 

 

（委員） 

 今回の工事が、鉄筋製品であれば通常の

港湾業者でも施工可能だったということだ

が、鉄筋製品と鉄骨製品との違いは何か。 

 

 経済的に安くできるということか。 

 

 

 

（委員） 

 製作はどのような場所で行われたのか。 

が、今回の対象業者にも該当していた。 

 参加が少なかった要因としては、「実績が

元請けであること」としていたことも一因 

であったと思われる。 

 

 

 出資比率 30％以上の構成員でも「可」と

している。 

 

 

 

 

 

 今回の場合は、指名競争入札が良かった

のか、検証する必要がある。 

 

（事務局） 

 指名願いの提出資料で、数値などの判断

は可能である。 

 

 

（事務局） 

 今回の結果を踏まえ、指名競争入札によ

る実施も再考しなければならないと考えて

いる。 

 

 

 

 

 

（担当課） 

 今回は、コンクリートとのハイブリッド

構造ということであったが、製品形式につ

いては、経済比較を行った上で決定した。 

  

 安くできるということと、過去の実績も

あったことから、決定した。 

 

 

（担当課） 

 浮きドック内で行った。 
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 今回の参加業者については、31 者が対象

であるが、実際に何者が参加可能であるの

か、把握する必要があったのではないか。 

 

（委員） 

 基本的な条件は、長崎県の例と同じか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 布津桜苑屋根防水補修工事 

新三崎団地防水改修工事 

大江浄水場施設整備工事（管路） 

（抽出理由） 

・失格率が 15者中８者、９者となったケー

スが見受けられるが、失格の見直しの必

要性はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そのように考えている。 

 

 

 

（事務局） 

 そうである。 

 

（事務局） 

 今回の入札については、一堂に会した「紙

入札」であったため、やむを得なく一定数

の業者になるよう絞り込みを行っている

が、本年４月から「電子入札」による執行が

可能となったため、条件範囲を広げた入札

が可能となった。 

 このことを踏まえ、今後は、指名競争入

札を含め、よりよい入札方式を選択してい

きたい。 

 

 

 

 

（担当課） 

工事概要の説明 

 

（事務局） 

入札方式及び入札結果等の説明 

 

（事務局） 

失格が多数となった案件については、そ

の原因について、おおよそ２種類あると考

えている。 

 

布津桜苑屋根防水補修工事と新三崎団地

防水改修工事の２件にいては、建築工事と

して発注しているが、土木工事と異なり、

各業者の見積り金額に差が出た状況となっ

た。 

おそらく、建築資材等の単価設定が、各

業者の考えで行われていることが原因では

ないかと考えている。 
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（委員） 

 入札の透明性ということはよくわからな

いが、不落となった金額で工事ができると

なれば、逆に、おかしい結果となっていない

 

 このことについては、本年３月に本委員

会から提出された提言項目にも「設計積算

時の見積徴取を工夫するように」とあるた

め、現在、その対策のひとつとして、市の積

算と参加業者の積算に乖離が生じないよ

う、見積方法と設計図書の公表方法につい

て検討を行っているところである。 

 

２つ目については、ランダム係数による

ものが原因となっている。 

特に、土木工事については、市（官積）と

参加業者（民積）の差がなく、正確に積算さ

れているため、各業者はランダム係数が低

く出る場合などを想定して、下限値の0.995

に近いラインで入札した場合、そのランダ

ム係数が上限値の 1.005 に近い数値が出る

と、当然失格者が多数となる。 

大江浄水場施設整備工事（管路）につい

ては、ランダム係数が、1.004 という、上限

値に近い数値であったため、この理由によ

り、失格者が多数となった。 

 

失格の見直しの必要性はないかという指

摘については、現在のところランダム係数

を用いた、価格による自動的な決定方法以

外に、有効な入札方法がない状況である。 

 このことについては、入札の公平性・透

明性を確保する上で、現在のところ、やむ

を得ないと考えている。 

 

 ただし、建築工事や、これまでにも審議

された電気・機械設備工事等に関する設計

金額の乖離については、対策を検討してい

る。 

 

 

（事務局） 

 最低制限価格の線をどこで引くのか、と

いうことになるが、現在 90％であるところ

を、従前の 85％とすれば失格者が減るとい
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か。 

 安価でできるということであれば、市と

しての負担も少ないことであるから、それ

にこしたことはないと考えているので、ど

うにか調整できるようにはできないのか。 

  

 そうであれば、コスト競争で勝てるとい

う企業が残らなくなるのではないか、そこ

がおかしい結果となっていいないか。 

 入札の透明性のみに論点を当ててしまう

と、コストという意味はどこにあるのか。 

 一般の企業ではこのような方式は採用し

ていない。 

 

（委員） 

 土木工事の場合は見積もり金額をほぼ開

示しているが、建築工事の場合は単価のと

り方がいろいろあるため、公表方法を考え

るよう（３月に）提言を行ったところであ

る。 

 努力した業者が報われるような実施方法

に、早期に着手してほしい。 

 

（委員） 

 不落となった者の最低金額と、高値で落

札となった金額の許容範囲を、事前に設定

し、その範囲を超えた場合、再入札を行うな

どできないか。そうすれば、公平になるので

はないかと思う。 

 その差額分は、市が損害を被っていると

考えられるのではないか。 

 県が採用しているので「良し」とするとい

うことではなく、もう一歩進んで、やり方を

採用していただきたい。 

 

③ 市道折木線道路改良工事 

（抽出理由） 

・総合評価方式で行われているが、結果と

して価格順位４位の業者が落札してい

る。最終評価値も僅差だが、この方式詳細

と効果をどう評価しているか説明願いた

う考え方は、（設計金額に乖離が生じないと

した場合に限り）理解できる。 

 しかしながら、県下一律、おおよそ 90％

で行っており、本市のみ別に定めることは

難しい状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 建築工事については、他にも金額の乖離

事例があっている。 

 対応について、現在検討を行っていると

ころである。 

 

 

 

 

（事務局） 

 現在の状況が最適とは言い切れないが、

最低制限価格の制度上、やむを得ない状況

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当課） 

工事概要の説明 

 

（事務局） 

入札方式及び入札結果等の説明 
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い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

総合評価落札方式についは、従来の価格

のみによる自動落札方式とは異なり、「価

格」と「価格以外の要素」を点数化して落札

者を決定するものである。 

 

まず、本方式で入札を行おうとするとき

は、地方自治法で「２人以上の学識経験を

有する者の意見を聴かなければならない」

とされているため、島原振興局の建設部長、

検査指導幹、河港課長の３名にお願いし、

協議並びに助言をいただいている。 

協議内容については、評価項目、内容、基

準及び配点などの設定方法について意見を

求め、最終的に本市の競争参加資格委員会

で決定している。 

 

 総合評価落札方式のメリットとしては、

発注者が、「工事経験のある優秀な技術者並

びに工事実績のある会社を求めることがで

きる」というところにある。 

 一方、受注者においては、工事成績や受

注高の状況が配点されるため、十分納得で

きる（結果が受け入れられやすい）落札決

定方式であると考えている。 

 

 効果としては、工事成績が反映されるた

め、通常の工事においても、高得点を目指

すことが考えられ、ひいては、本市全体に

おける工事品質の向上が期待できるものと

考えている。 

 

また、優秀な技術者を有しているものの、

価格競争による入札会では、なかなか落札

できない業者においては、非常に有利で、

大きなチャンスであることにもなる。 

 現在、本市では年間で２件程度、この方

式による入札を行っているが、国としても、

総合評価落札方式を有効視しており、今後

さらに推奨されることが予想される。 
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（委員） 

 総合評価落札方式で行うのは、金額の問

題であるのか。 

 

 

 

（委員） 

 総合評価落札方式で行うのか、一般競争

入札で行うのか、どこで判断するのか。 

 

（委員） 

 明確な目標はあるのか。 

 

 

 

（委員） 

 大きな要素になってくるのは、会社が持

っている受注高の状況によっても変わって

くるので、一年のうちどこで行うかなどの

明確な基準がないと、恣意的に行ったと思

われないようにしなければならない。 

 

 各業者からすると、「在席する技術者をど

こで使うか」という判断が必要であるため、 

予告をするなど、必要ではないか。 

 

（委員） 

 年間予定等がないと、配置予定技術者の

判断が困難ではないのか。 

 

（委員） 

 （年間の）発注予定情報は、管財契約課で

行っているのか。 

 

 

（委員） 

 特別簡易型というのは、施工計画書の提

出はないのか。 

 本市においても、継続的に、本方式によ

る入札を行っていく予定である。 

 

（事務局） 

 基本的には、高度な技術を要するもので、

金額が大きいものを対象としている。 

 南島原市でいうとＡランクの工事を対象

としている。 

 

（事務局） 

 年度ごとに入札案件の状況は異なってい

るため、適宜判断している。 

 

（事務局） 

 対象がＡランクであるため、3000 万円以

上（土木一式工事の場合）の工事が対象で

あるが、詳細は設定していない。 

 

（事務局） 

 これまでの実施実績は、遅い時期に発注

しており、未受注者対策としての側面もあ

ったが、発注時期については判断が難しい。 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 未受注対策の一環として、遅い時期に実

施している。 

 

（事務局） 

 年度当初に発注予定情報の公表は行って

いるが、総合評価落札方式として行う案件

については、決定した段階で公表している。 

 

（事務局） 

 そのとおりである。 
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④ 普通河川新川④災害復旧工事 

（抽出理由） 

・辞退者が多数（５者）に及んだ事由が何

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 準用河川見岳川①災害復旧工事 

（抽出理由） 

・辞退者が多数（５者）に及んだ事由は何

か。 

・「普通河川新川④災害復旧工事」の工事は

Ａ者に、「準用河川見岳川①災害復旧工

事」の工事はＢ者にと、事前に話し合いが

あったのではないかとの疑念が生じう

る。 

 

 

（担当課） 

工事概要の説明 

 

（事務局） 

入札方式及び入札結果等の説明 

 

（事務局） 

本案件については、指名業者 10 者のう

ち、５者が辞退しているが、すべて事前に

辞退届が提出されている。 

辞退内容については、 

・作業員確保が困難なため 

・配置できる技術者がいないため 

・技術者がいない 

・手持ち工事があり作業員が不足のた

め。 

・技術者の確保が困難な為。 

という、いずれも、人員不足という理由で

あった。 

 

【⑤ 準用河川見岳川①災害復旧工事に関

連する事項のため回答】 

落札の結果から勘案すると、上位２者に

おいては、ランダム係数しだいでは落札者

が入れ替る結果となるため、正当競争して

いると判断している。 

 

 

 

 

 

（担当課） 

工事概要の説明 

 

（事務局） 

入札方式及び入札結果等の説明 

 

（事務局） 

本案件の辞退理由については、審査順位４
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（委員） 

 同じ業者が多くの案件を辞退している状

況であるが、ある程度予測して、指名を外す

ということはできないのか。 

 

 

 

 ３月末の工期が困難とすれば、繰越しが

可能であるということであれば、受注する

業者も増えるのではないか。 

 業者への（繰越し）説明はどのように行っ

ているのか。 

 

 

⑥ 下水道設計業務委託（三軒屋・木之崎） 

（抽出理由） 

・コンサルタント業務内で、予定価格の 

60％で落札となっているが、他と落札金

額の率が低くなった理由はどう考えてい

るのか。 

 

 

 

 

の「普通河川新川④災害復旧工事」と、同じ

理由による辞退である。 

 

 「事前に話し合いがあったのではないか

との疑念が生じうる」ということについて

は、談合情報もなく、入札書に併せて業者

から提出された工事費内訳書においても再

度確認したが、不自然なものは確認できな

かった。 

  

 入札結果についても、１者失格となった

業者があるが、ランダム係数が高かったこ

とが原因で、係数しだいでは、十分落札業

者となり得たため、事前に話し合いを行っ

た上での入札金額ではないと判断してい

る。 

 

（事務局） 

 辞退が続いた場合は、検討するが、外す

という判断は難しい。 

 また、時期的に各業者の手持ち工事も多

い事もあり、辞退が多数となったと判断し

ている。 

 

 ３月末で工期設定をしている場合、市内

業者は「繰越し可能」という判断をしてい

る。（業者説明会で説明しているため） 

 発注時点では、明記できない。 

 

 

 

 

（担当課） 

工事概要の説明 

 

（事務局） 

入札方式及び入札結果等の説明 

 

（事務局） 

南島原市発注のコンサルタント業務にお

いては、最低制限価格の設定がなかったた
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（委員） 

 ４月以降については、このような事態に

なることはないと理解して良いか。 

 

 

 

⑦ 配水管布設替詳細設計業務委託（下水） 

（抽出理由） 

・落札率が 43.95％と低いが、成果品チェッ

クは 

・参加者を 10者とした理由 

 

 

 

 

 

 

め、最低価格者が落札者となった。 

今回の入札・落札金額については、「業務

委託を受注したい」という業者の意志の表

れであると考えている。 

 

 本案件は下水道設計業務であるが、上水

道設計業務においても、同様に、落札率が

低いという傾向が見られる。 

 落札金額の率が低くなった理由として

は、当該業者において、履行形態の工夫等

により、実施可能と判断されたと考えてい

る。 

 

 本年４月以降については、入札監視委員

会より「コンサルタント業務の最低制限価

格の導入について」提言いただいことに基

づき、最低制限価格を 75％として設定した

ため、今後についてはこのような事態にな

ることはない。 

 

 今後は、落札率の推移を注視しながら、

公共工事の品質確保の理念に基づき、適切

な業務実施と成果品の確認に努める。 

 

（事務局） 

 そのとおりである。 

 

 

 

 

 

（担当課） 

工事概要の説明 

 

（事務局） 

入札方式及び入札結果等の説明 

 

【成果品のチェックについて】 

（担当課） 

成果品については、現地において図面と

照らすなど、チェック・修正を重ね問題な
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（委員） 

 基準からすると「７者以上」とされてお

り、10 者選定も悪いわけではないが、選別

する目をもって、選定すべきではないか。 

 

 常に指名された場合、「競争力ではなく指

名力である」などと、業者に誤った意識を与

えないためにも、指名業者数については厳

格にすべきであると進言している。 

 

 

く履行期間内に納品されており、すでに、

本成果品を基に設計、起工している。 

 

 落札率が 43.95％と低いのは、最低制限

価格がないことが理由でもあるが、同時期

に、本市発注の別案件（簡易水道再編推進

事業に伴う測量設計業務委託）の測量設計

業務委託も受注していたこともあり、地域

性に精通しており、配管の位置関係も把握

していたことから、業務を円滑に進めるこ

とができたものと思われる。また、履行期

間が重複していたことにより、人件費及び

交通費等の経費が削除でき、50％以下でも

受注可能であったと考えている。 

 

【参加者を 10者とした理由】 

（事務局） 

本業務委託については、運用基準より、

「７人以上を目途とする」こととしている。 

今回の入札に先立ち、平成 28 年 7 月 27

日入札執行の簡易水道再編推進事業に伴う

測量設計業務委託外１件において、設計価

格による基準から、10 者を指名し入札を実

施したところ、これまでにない競争性が表

れた結果となっていた。 

この入札結果をうけて、同種業務におけ

る各社の考えや取り組み方など、今後の動

向を確認するため、今回の業者を指名選定

した。 

 

（事務局） 

 今後の指名の参考とするため、前回の入

札結果を参考に、10 者を選定した。 

 

 

 委員会での指摘もあり、方針としては、

原則、規定数ということしているが、同様

の入札案件であった場合の線引きが難し

い。 
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３．質疑案件 

(1) 多数の「不落」となっている案件が見

受けられるが、それは何故か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 不落が「超過」（24.7％）と、「超過・失

格」（４％）を合計すると 28％となってい

るが、どのように捉えているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 災害復旧事業については、制度的な要

因があることは理解しつつも、不落が多

く、落札案件も辞退が多い。改善の余地

はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ランク外の指名があれば理由を教えて

ほしい。 

 

 

 

（事務局） 

今回の不落案件については、ほぼすべて、

災害復旧工事である。 

 理由については、不落となった入札案件

のほとんどが、工事現場の状況によるもの

と思われる。特に、現場への進入経路の確

保が厳しい案件が、不落につながっている

ものと、考えている。 

 発注時期によっては「手持ち工事が多く

対応できない」という業者もあると思われ

るが、災害工事については、現場条件が要

因であると判断している。 

 

 

（事務局） 

非常に深刻な状況であると認識してい

る。昨年度においても、「不落」についての

指摘があったため、発注方法や設計・積算

について、改善策を講じているが、結果が

あまり出ていない状況である。 

今後も引き続き、農林水産部、建設部な

ど実施部署と協議を重ねながら、１件でも

多く契約、成立できるよう対応していきた

いと考えている。 

 

（事務局） 

 災害復旧工事については、ご指摘のとお

り、国庫補助事業としての採択要件、設計

条件など、制度的な要因によるものがある。 

しかしながら、市としての実施義務があ

るため、今後の対策としては、国の採択条

件を変えない範囲で、さらに、踏み込んだ

設計書の組み替えを行うことや、適宜、現

場説明会を開催するなどの工夫を重ねなが

ら、不落防止につなげたいと考えている。 

 

（事務局） 

現在、設計金額が 700 万円以上の工事に

ついては、原則として制限付き一般競争入

札により入札を執行しいるため、指名競争
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（委員） 

 災害復旧工事のみであるのか。 

 

 災害復旧工事の採択するときに、できる

限り現場条件に合うような設計にすること

は、やはり難しいのか。 

 

市の職員の作業としては、大変だろうが、

現場状況を熟知し、現状に即することで、不

落をなくす努力をしてほしい。 

 

 

４．その他 

 電子入札の実施状況について 

 

 

 

 

（委員長） 

 これをもちまして、平成 29年度第１回南

島原市入札監視委員会を閉会いたします。 

 

入札に該当する案件は基本的には 700 万円

未満のＣランク対象の工事となっている。 

 これまで、一般的な工事においてランク

外の指名を行った案件はないが、災害復旧

工事に限り、要綱の特例事項によりＡ、Ｂ、

Ｃランク全ての業者を対象とし指名を行っ

ている。ただし、下位ランクが上位ランク

の指名に入ることは、これまでのところ、

あっていない。 

 

（事務局） 

 そのとおりである。 

  

 かなり難しい状況である。 

 今考えられることとすれば、一般財源を 

継ぎ足す方法しかない。 

 

 費用対効果などの、制度上の制限もある

が、努力したい。 

 

 

 

 

（事務局） 

４月から開始した「電子入札」の実施状

況について説明。（内容については、４月に

行った業者説明会資料のとおり。） 

 

 

 

 


